
                   
                       
 
               

        
  
  
 施設サービス利用をご希望の場合は、下記の介護保険施設にご相談ください。 
  介護保険施設はその入所目的に合わせて、下記の通り区分されます。（入所に際しては、医師に相談が 
  必要な場合もあります。） 

〇 介護老人福祉施設・・・生活介護が中心の施設 
〇 介護老人保健施設・・・介護やリハビリが中心の施設 
〇 介護医療院・・・生活介護と医療が一体化した施設 
〇 地域密着型介護老人福祉施設・・・小規模な介護老人福祉施設 

施 設 種 類 施   設   名 住   所 電 話(0896) 

介護老人福祉施設 

川之江荘 川之江町長須713 ５８－５５３０ 

樋谷荘 上分町乙８-2 ５６－２３３３ 

特別養護老人ホーム 萬翠荘 中之庄町542 ２８－７７５５ 

特別養護老人ホーム しあわせの家 豊岡町大町2786-2 ２８－２８７１ 

特別養護老人ホーム 豊寿園 土居町津根2639 ２２－４１１６ 

介護老人保健施設 

老人保健施設 アイリス 上分町732-1 ５８－００１１ 

老人保健施設 百の里 中曽根町994 ２４－３３２０ 

介護老人保健施設 くりのみ館 中之庄町393-1 ２４－４１６５ 

老人保健施設 ちかい 土居町土居2227-32 ７５－１６６０ 

介 護 医 療 院 
介護医療院コスモス 金生町下分1249-1 ５８－５６６６ 

介護医療院まつかぜ 土居町入野970 ７４－２００１ 

地域密着型 

介護老人福祉施設 

地域密着型介護老人福祉施設 

山田井の郷 
金生町山田井887-2      ２２－３３６９ 

地域密着型介護老人福祉施設 

三島の杜 
上柏町202-1 ２２－４４５５ 

地域密着型特別養護老人ホーム 

しあわせの家寒川 
寒川町3677 ２９－５８２２ 

地域密着型介護老人福祉施設 

くりのみ土居 
土居町津根3008-1 ７４－６５４１ 

 
＊ 費用は施設サービス費の1割（一定以上所得者は2割、平成30年8月から特に所得の高い方は3割）のほか居住費・食費・  
  日常生活費（理美容代など）の合計が自己負担となります。 
    なお、低所得者の方の負担軽減（特定入所者介護サービス費）もありますのでお問い合せください。 
＊ 施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。                                                             

施設サービスの相談窓口 

～介護保険施設一覧～ 

＊要支援１・要支援２の方は施設サービスの利用はできません。ご了承ください。 

 

  介護保険についてのお問い合わせは、四国中央市役所 介護保険課  ☎(０８９６)２８-６０２５ にお願いします。 


